
保育所運営費の一般財源化及び施設整備費の削減に関する意見書

昨年度、政府は三位一体改革をすすめるとして、２００４年度予算において

公立保育所運営費を一般財源化した。

しかし、今回の措置は、三位一体をうたいながら補助金削減だけが先行し、

税源移譲や地方交付税改革が不十分であったため、地方自治体に大きな負担が

生じている。

このままでは自治体の保育行政、保育水準の後退は必至であり、少子化対策

の柱である保育所整備が緊急に求められている今日、財政削減を目的にした制

度改革は、現状に即したものとはいえない。

さらに、政府は２００６年までの３年間で４兆円の補助金削減を目標にして

おり、現在、民間保育所において、国庫負担金である民間保育所運営費も一般

財源化されるのではないかとの不安も広がっている。

よって政府に対し、国庫負担金の制度に関しては、保育所運営の根幹をなし

ており、子どもの権利保障を第一義的に考え、保育所運営費の一般財源化及び

施設整備費の削減について、国民的な議論を時間をかけて行うことを、強く要

望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

２００４年（平成１６年）１０月１日
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